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■ 定期巡視点検計画

施設の損傷度の把握を行い、損傷度に応じた点検頻度・方法を定

めます。

■ 計画の概要

砂防関係施設は、土砂災害から県民の生命・財産、公共施

設などを保全する重要な公共土木施設です。これら施設が老

朽化により機能が損なわれることがないよう、施設の損傷度

の把握や計画的な改築・補修等を行い、長期間にわたり適切

な機能を発揮させるため、平成24年３月に「山形県砂防関係

施設機能保全計画」を策定しました。

■ 対象施設

◇砂防施設

砂防堰堤、床固工（渓流保全工以外）の全施設

◇地すべり防止施設

集水井、横ボーリング、排水トンネル、杭、アンカー

の全施設

◇急傾斜地崩壊防止施設

【損傷度ランクと点検頻度】
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◇急傾斜地崩壊防止施設

法枠工、擁壁工、落石防護柵の全施設

◇雪崩防止施設

急傾斜地崩壊防止施設に準拠し、全施設

■ 施設改築計画

施設の機能低下や安全性に関わる異常・損傷があり、改築・補

修対策を必要とする施設について、優先度を評価し、改築・補修対

策の年次計画を定めます。

■ 砂防設備設置後の経過年数 （H28.3月末現在）
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■ 鴫の谷地（地すべり－集水井）

上山市小倉地内

排水ボーリングの目詰まりにより低下した

排水機能の改善

■ 白布沢川（砂防設備－砂防堰堤）

米沢市関地内

堤体に剥離、クラック等の損傷があるため、

増厚（W=1.5m）により安全性を改善

<期間：平成24年度～平成27年度>

【対策事例】

 

堤体増厚による機能改善
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■ 藤田（急傾斜地－法枠）

大江町藤田地内

地山の吸出しにより低下した法面保護機能

の改善

<期間：平成25年度～平成26年度>

排水機能の改善

<期間：平成24年度～平成26年度>

地山吸出しにより

抑制機能の低下

排水ボーリングの閉塞 大口径化による機能改善

中詰による機能改善

 

 


